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要　　約
　本稿は，アジアにおける気候変動・開発・災害の相互依存的関係を広く分析し，レジリ
エンス（災害回復力）強化を中核に据えた政策枠組みを提示する。急速な工業化と都市化
に伴う環境負荷の増大および災害リスクの深刻化を背景に，気候変動対策を「緩和策」と
「適応策」の二本柱で捉え，とりわけ後者を自然災害・技術的災害・経済危機・暴力的紛
争という四類型の巨大災害への適応として位置づける。各災害の発生趨勢をデータに基づ
き把握し，市場型・非市場型の保険メカニズムの機能を比較分析することで，災害と危機
に対する市場メカニズムの不完備を指摘する一方，一定の補完的役割を果たす非市場的保
険メカニズムの有効性を確認する。政策的含意として，①市場型リスク移転の拡充，②ハ
ザード・曝露・脆弱性を明示した公的災害対応基盤の整備，③社会関係資本・コミュニティ
による保険機能の補完，④レジリエンスを明示した多面的な国際政策協調の推進を提示す
る。さらに，資金面ではグリーン／ソーシャル・ファイナンス，自国通貨建て債券市場の
深化，国内資源動員の強化，既存の主権国家債務の再編を通じて，複合災害への耐性と脱
炭素的・包摂的成長の両立を実現することを議論する。

　キーワード：�持続可能な開発，気候変動，自然災害，技術的災害，経済危機，暴力的紛
争，保険
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Ⅰ．はじめに

　アジアは過去半世紀にわたり目覚ましい経済
成長を遂げた。しかし，そのいわば必然的帰結
として，急速な工業化に伴うエネルギー需要急
増といわば爆発的な都市化が環境負荷を押し上
げ，森林破壊と生物多様性の損失，水資源の逼
迫，大気汚染，廃棄物処理の遅れなど多様な環

境問題が深刻化することとなった（アジア開発
銀行 , 2021a）。多くの国において，特に発展段
階初期の開発政策が「成長優先・環境対策は後
回し」の色彩が濃かったことが問題を深刻化さ
せた。また，環境問題は一国の国内・地域内に
とどまらず，国境を越えて影響が及ぶ地球規模

＊１�　本稿の作成に際し，リサーチ・アシスタントの小林万宙氏と小堀暖人氏には，データ整理ならびに分析
の各段階において多大な貢献をいただいた。ここに記して深く感謝したい。尚，ありうべき誤りは筆者の
責任である。

＊２　東京大学大学院経済学研究科教授
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の問題としてとらえるべきであり，アジアにお
ける環境問題は地域全体のみならず世界全体を
巻き込みながら悪化していった点も大きい1）。
　こうした地球規模の環境悪化は，1970 年代
のローマ・クラブ『成長の限界』が大きな議論
を呼んだように，早くから問題提起がなされて
きた。その延長線上で，今日では政策面・社会
一般の双方で「地球環境問題」が広く認知され
ている。この課題への基本的な処方箋をめぐる
概念として，「持続可能な開発（sustainable 
development）」の考え方が主流となっている。
これは「将来世代のニーズを損なうことなく，
現世代のニーズを満たす開発」を意味し，1987
年の国連報告『Our Common Future』（環境と
開発に関する世界委員会）で中核概念として提
示された。1992 年の地球サミット（リオデジャ
ネイロ）では，この理念に基づく行動計画「ア
ジェンダ 21」が採択され，2002 年のヨハネスブ
ルグ・サミットでも「ヨハネスブルグ実施計画」
が承認された。今日，持続可能な開発は環境政
策を設計する際の基本概念として定着している。
　持続可能な開発にとっての最優先課題は気候
変動への対応である。ここでいう気候変動は，
地表面の長期的な温度上昇，つまり「地球温暖
化」を主として指し，その要因には，自然起源
の変動に加えて，人間活動に伴う温室効果ガス

（GHG），とりわけ二酸化炭素（CO2），の排出が
含まれる。CO2 は主として石油・石炭など化石
燃料の燃焼から生じるため，科学的知見に基づ
けば，排出の抑制を政策の中核に据えることと
なる。この分野の科学的評価と国際制度設計を
担ってきたのが，国連環境計画（United Nations 
Environment Programme: UNEP）と世界気象機
関（World Meteorological Organization: WMO）
が 1988 年に共同設立し，2007 年にノーベル平
和賞を受賞した「気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）」である。IPCC は，最新学術の総
合により，気候変動の影響評価，適応策，緩和
手法を提示する役割を果たしてきた。制度面で
は，1992 年の地球サミットで国連気候変動枠
組条約（UNFCCC）が採択され，「共通だが差
異のある責任」「途上国の特別事情への配慮」「予
防的措置」「持続可能な開発」「持続可能な成長
のための国際経済体制の推進」という五つの原
則を掲げつつ，最終目標として「人為的影響が
危険な水準に達しないよう大気中濃度を安定化
させる」ことを定めた。これを受け，1997 年
の京都議定書（COP3 採択）が，先進国に法的
拘束力のある削減目標を課した最初の国際枠組
みとして成立した2）。その後の交渉は，2015 年
のパリ協定（COP21 採択）へと発展した3）。パ
リ協定は 2020 年以降の新たな枠組みとして，

１）具体例として，フロンガスによるオゾン層破壊，越境大気汚染に伴う酸性雨，生態系の脆弱化，陸域・海
洋資源の減少，地球規模の気候変動に起因する温暖化，さらには砂漠化・干ばつ・洪水の頻発といった被害
が挙げられる。

２）緩和の国際的実装において画期となったのが，1997 年の京都議定書（COP3 採択）で，先進国に法的拘束
力のある削減目標を課すとともに，三つの京都メカニズムを導入した。すなわち，①共同実施（JI）：先進国
間のプロジェクトで生じた削減量の移転，②クリーン開発メカニズム（CDM），つまり先進国—途上国の共
同事業による削減量の一部を先進国の達成に算入すること，③排出量取引，つまり先進国間での割当枠の売
買である。とりわけ CDM は，先進国の資金・技術移転と途上国の持続的開発を両立させる制度設計として
重要な役割を果たした。

３）2015 年のパリ協定（COP21 採択，2016 年発効）は，歴史上初めてすべての国が参加する公平な合意であり，
（１）世界共通の長期目標として「気温上昇を産業革命前比で 2℃より十分低く保ち，1.5℃に抑える努力」
を掲げ，（２）各国が自国が決定する貢献（NDC）を 5 年ごとに提出・更新し，（３）「強化された透明性枠
組（ETF）」の下で共通かつ柔軟な方法により報告・レビューを受け，（４）適応に関する長期目標と各国の
計画・実施・報告の継続的強化を求め，（５）イノベーションの重要性を明示し，（６）グローバル・ストッ
クテイクによって 5 年ごとに世界全体の進捗を評価する。また，（７）気候資金について先進国の支援継続と，
途上国の自主的拠出の可能性を位置づけ，（８）市場メカニズム（協力的アプローチを含む，いわゆるパリ協
定 6 条）を通じて効率的な削減を促すという 8 項目からなる。日本が推進する「二国間クレジット制度（JCM）」
も，こうした協力的アプローチの具体例として活用されている。
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全ての締約国が国別削減目標（NDC）で排出
削減に取り組むアーキテクチャを確立した。米
国が離脱するなど大きな困難を抱えているが，
今日では CO2 を含む温室効果ガス排出の世界
的抑制に向けた中心的な規範となっている。
　2006 年，英国財務省が公表した「スターン・
レビュー」では，気候変動の影響と経済的コス
トに関する幅広いエビデンス（科学的証拠）を
分析し，さまざまな手法で費用とリスクを評価
している。その結論は明快で，「早期かつ強力
な対策を講じる利益は，対策を取らないことに
よる経済的損失をはるかに上回る」というもの
であるが，市場が失敗するため，グローバルな
行動が不可欠であるとしている。
　IPCC は数年ごとに評価報告書（Assessment 
Report）を刊行し，第 4 次評価報告書（2007 年）
では，地球温暖化は「もはや疑う余地がない」
と結論づけるとともに，人為起源の気候変動と
自然災害の増加傾向との関連についても検討し
ている。この点をさらに裏付けるものとして，
2023 年 3 月の統合報告書の公表をもって終了
した IPCC の第 6 次評価サイクルで，人為起源
の温室効果ガスにより，2011-2020 年の地表温
度が産業化前比で約 1.1℃上昇したことを指摘
し，猛暑・豪雨・干ばつ・海面上昇など広範な
被害が世界的に観測されており，その被害は貧
困・脆弱層に偏っているとしている。これは，
猛暑・洪水・干ばつと農業生産性の低下などア
ジアにおいて特に顕著にみられる諸課題は，各
国国内の工業化・都市化のみならず，地球温暖
化がもたらしたという側面もあるということで
ある。つまり，気候変動の加速は自然災害と相
乗的に作用し，農業生産性の低下や洪水・干ば
つへの脆弱性（vulnerability）の悪化を通じて，
人々の生活と健康，ひいては地域の社会経済の
持続可能性を脅かしている。都市域では人口
増・消費の量的拡大に制度・インフラ整備が追
いつかず，上下水道や廃棄物管理のボトルネッ
クが顕在化しており，近年頻発する大洪水は無
秩序な都市化とインフラ不足が気候変動と共に
もたらしてきた成長の副作用ということができる。

　Hsiang（2025）は，信頼性と再現性の高い，
気候変動に関する最新の実証研究を体系的に整
理し，気候変動が経済，健康，紛争，食料安全
保障，災害，移住といったアウトカムに及ぼす
影響を包括的に論じている。この研究によれ
ば，十分な緩和策が講じられない場合，気候変
動の負の影響は甚大となり，その影響は地域間・
所得階層間での経済格差を拡大させる。さらに，
こうした影響は経済の価値を損なうだけでな
く，社会的および経済的安定を損なうリスクを
内包している。
　一般に，気候変動への対応と持続可能な開発
の実現は，「緩和策（mitigation）」と「適応策
（adaptation）」の二本柱から成る。緩和策とは
CO2 を含む GHG の排出抑制と吸収源の拡充を
通じて大気中濃度の安定化を図るものであり，
適応策とは，すでに顕在化しつつある，あるい
は今後避けがたい影響を前提に，被害の回避・
軽減とレジリエンス（災害回復力）の強化を目
指すものである。このことを踏まえ，本稿の目
的は，ポストコロナ期に日本とアジアが対峙す
る複合的課題を実証的に把握し，制度設計と政
策運用に資する展望を提示することである。中
核となる論点は，第一に，気候変動と密に関連
していると考えられる自然災害・パンデミック・
紛争・経済危機に対する市場メカニズムと政府
の役割である。具体的には，災害リスクに強い
社会経済の構築（レジリエンス）とそのための
市場型リスク移転の強化，巨大災害に対応する
ための制度基盤の構築などが含まれる。第二
に，市場や政府の資源配分機能を補完するコ
ミュニティメカニズム・社会関係資本の強化で
ある。第三に，レジリエンス強化のための多層
的協調の推進である。これにより，自然・技術・
経済・紛争の複合ショックに対する短期のレジ
リエンスと，長期の脱炭素移行・包摂的成長の
両立を目指す。さらに本研究では持続可能な開
発の理念を，アジアの資金制約という現実に落
とし込み，年間 1.5 兆ドル超とされる投資需要
を満たすには，公的資金に加え民間資本の本格
的動員が不可欠であることを議論する。具体的
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には，グリーン／ソーシャル・ファイナンスの
拡充，現地通貨建て債券市場の深化，他国から
の借入に過度に頼らないための国内資金動員
（DRM：Domestic Resource Mobilization）を
通じた財政基盤強化と国際租税協力の推進，さ
らには不良債権化した中国の融資による途上国
主権国家債務の再編が鍵となる。
　本稿の構成は以下の通りである。第Ⅱ節では

アジアの成長と環境・気候の持続可能性を概観
する。第Ⅲ節では，巨大リスクへの起源とその
趨勢を把握し，第Ⅳ節においては，巨大災害へ
の曝露 （exposure）・脆弱性を概念化した上で，
市場・非市場の保険メカニズムの有効性を検証
する。第Ⅴ節では，持続可能性に向けた政策課
題を提示し，分断と協調が併存する国際環境の
下で実装可能な行動指針について取りまとめる。

Ⅱ．アジアの成長と気候変動・持続可能性

　「持続可能な開発」の考え方を経済学的に理
解する枠組みの一つが，「環境クズネッツ曲線
（Environmental Kuznets Curve: EKC）」であ
る。元来のクズネッツ曲線は，所得不平等（Y
軸）と経済発展（X 軸）の関係が逆 U 字を描
くという経験法則を示すものである（Kuznetz, 
1955）。これを環境領域に拡張した EKC は，
経済発展の初期段階では公害など環境負荷が増
す一方，発展が進むと環境意識の高まりや規制・
技術の進歩により環境負荷が低減に向かう可能
性を示唆する4）。
　アジアは過去半世紀にわたり急速な工業化と
経済構造転換を遂げ，その過程で資源・エネル
ギー消費が急拡大し，都市化の進行と相まって
環境への圧力が著しく高まった。多くの国で開
発政策は「成長優先・環境対策は後回し」の色
彩が濃く，その帰結として，森林劣化や土壌品
質の低下，淡水・海洋生態系の悪化，大気質の
悪化，生物多様性の損失などが顕在化している。
言い換えれば，アジアの多くの経済は従来から
今に至るまで環境クズネッツ曲線（EKC）の
左側に主として位置し，経済拡大が環境負荷の

増大を伴う「トレードオフ（二律背反）」段階
にあったと考えられるだろう。その環境コスト
は，人間の健康と生態系の双方に深刻な影響を
及ぼしてきた。成長は大気・水質の悪化や土壌
の長期的劣化を伴い，結果として生態系の脆弱
化や資源の枯渇，さらには多数の早期死亡を引
き起こしている。実際，アジア開発途上国では，
2021 年のダスグプタ・レビューや Frank and 
Sudarshan（2024）が経済学の新たな中心課題
の一つとして据えた生物多様性が気候変動や汚
染，その他重要な生態系の破壊によって脅かさ
れており，域内全体として，生物多様性の指標
である推定平均生物種豊富度（MSA）がこれ
まで継続して低下してきている（図 1）5）。また，
アジア地域においては，大気汚染が一段と深刻
化し，微小粒子状物質（PM2.5）の排出量は
1970 年から 2010 年にかけて 121％増加した。
域内の急速な成長を支えた石炭・石油・天然ガ
スへの高依存が，この汚染の主要因である。低・
中所得国では人口 10 万人超の都市の 97％が世
界保健機関（WHO）の大気質ガイドラインを
満たしておらず，健康被害は拡大を続け，2016

４）ただし，この逆 U 字の存在は汚染物質・時代・制度条件によって大きく異なり，普遍法則としては実証さ
れていない点に留意が必要である。

５）MSA は，影響を受けていない生態系における豊富度と比較した場合の原種の平均豊富度と定義される指
標である。MSA が 100％である地域は，生物多様性が自然な状態と同等であることを意味する。他方，
MSA が 0％の地域は，生態系が完全に破壊され，原種が残っていないことを意味している。
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年の大気汚染起因の早期死亡者数は約 420 万人
と推計される（アジア開発銀行，2021a）。これ
らの事実は，アジアの成長戦略において環境保
全を中核に組み込む必要性がもはや回避できな
いことを示している。
　EKC が与える重要な示唆は，発展初期に不
可避とみなされがちな「開発と環境のトレード
オフ」を最小化しつつ，政策と技術革新によっ
て早期に「逆 U 字の右側」へ移行させること
の重要性である。すなわち，適切なルールと規
制・市場メカニズムの活用・異なるステークホ
ルダー間での協力関係の構築，インフラ整備・
国際協調等を通じて EKC の右側，つまり環境
負荷の逓減局面を前倒しし，経済発展と環境保
全の両立を現実の政策として実装することこそ
が，持続可能な開発の中核的課題である。

Ⅱ－１．アジアにおける気候変動
　アジアにおける気候変動の現状はどうであろ
うか。アジアにおける GHG 排出は，20 世紀を
通じて一人当たりでは世界平均を大きく下回っ
ていたが，世紀末以降は世界のいかなる地域よ
りも速いペースで増加した。近年，この排出増
は地域の自然資源に新たなリスクを付加し，気
候変動の影響を一段と深刻化させている。排出

拡大の主因は，農業部門の拡大，電化の急速な
進展とエネルギー需要の増大，発電ミックスに
おける化石燃料の優位，それを助長する燃料補
助金の存続，特に東南アジアで顕著な森林減少
である。森林減少による排出拡大には土地利用
そのものとその変化，林業由来の排出も含まれ
ている。アジア開発途上国の GHG（とりわけ
CO2）排出量は経済成長とともに急増し，世界
に占めるシェアは 1965 年の 13％から 2018 年に
は 49％へ大幅に拡大した（図 2）。1990～2014
年の地域別平均年間増加率でも，アジア開発途
上国が最大である一方，欧州は減少，北米は横
ばいから小幅増にとどまった。さらに，現行の
政策が継続される場合には 2050 年までこの傾向
が維持されると予測されている（ADB, 2023）。
　このまま脱炭素化と資源効率の抜本的改善が
進まなければ，アジアの持続的経済発展は，気
候リスクと資源制約によって中長期的に損なわれ
る可能性が高い。気候変動が緩和されない限り，
気温上昇，猛暑や大型暴風雨の頻発，降水の変
動性の拡大，海面上昇などによってアジア開発途
上国は，大きな経済損失を被ることになる（図 3）。
　従って，世界とアジアの気候変動目標達成と
経済損失の抑制は，アジア自身の動向にかかっ
ているといっても過言ではない。アジア開発途

図１　アジア開発途上国における推定平均生物豊富度（MSA），2000 年-2050 年

（出所）　アジア開発銀行（2021a）図 13.2

2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年

M
SA

 %
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上国の各国政府は気候変動対策の公約を拡大し
ているものの，脱炭素化を一段と加速させる余
地は依然として大きい。パリ協定に基づき，同
地域の全参加国が NDC を提出し，2019 年の地
域排出量の約 80％を占める 19 の国々と地域が
ネットゼロ排出の達成を表明している。さらに，
最大排出国を含む 10 の国々と地域が長期戦略
（LTS）を公表済みである。もっとも，セクター
別計画や実施中の政策はこれらの公約と十分に
整合していない場合が少なからずあり，設定さ
れた目標と実装とのギャップ解消がなお大きな
課題として残っている（ADB, 2023）。

Ⅱ－２．緩和策
　持続可能な開発の一つの柱となっている気候
変動の緩和策について，アジア開発銀行による
試算をここでは紹介する（ADB, 2023）。一般
に，パリ協定が掲げる「地球温暖化を 2℃を十
分に下回る水準に抑制する」という目標の具体
的な達成経路について，世界的なコンセンサス
はまだ形成されていない。各国は，時間を通じ
て徐々に強化されることを意図した緩和公約を
掲げているものの，緩和に向けた各国の国際協
調を後押しするための制度的メカニズムは依然
として発展途上にある。これまでの議論から，

図３　�気候変動による経済損失推計（2020 年-2100 年の純割引現在価値，1兆購買力平価米ドル単位，
高排出シナリオのケース）

（出所）　ADB（2023）, Figure 1.1

開発途上アジア太平洋地域 サブサハラアフリカ・中東地域 ラテンアメリカ地域 その他全世界

図２　グローバルなCO2 排出シェアの長期変化

（出所）　�BP Statistical Review of World Energy 2019. https://www.bp.com/en/
global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.
html; and World Bank. World Development Indicators. https://data.
worldbank.org/.

1965年

2018年
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主要な政策選択は，次の五つのコア・シナリオ
として定式化できる。（ⅰ）現行政策の継続，
（ⅱ）NDC の完全達成，（ⅲ）NDC 達成後の
各国ネットゼロ公約に沿う移行経路，（ⅳ）
NDC 達成後に「2℃を十分に下回る」達成を目
指す協調的グローバル・ネットゼロ行動，（ⅴ）
同目標に向けた加速的グローバル・ネットゼロ
行動である。いずれにしても断片的な気候政策
の継続では，パリ協定目標の達成は困難である。
現行政策シナリオ（ⅰ）では，2100 年までに
地球平均気温の上昇幅は約 3.0℃と見込まれて
いる。NDC の完全達成（ⅱ）でも約 2.4℃にと
どまり，2℃目標は達成できない。各国のネッ
トゼロ公約を完全に履行する各国個別の経路
（ⅲ）では上昇幅は約 2.0℃に接近するものの，
その費用は協調的なシナリオ（ⅳ）や加速的協
調（ⅴ）に比して大きく，負担は低所得国に集
中すると考えられる（ADB, 2023）。
　短期的な排出削減には土地利用の改善とエネ
ルギー効率の向上が不可欠であり，長期的には
エネルギー部門の脱炭素化が決定的な役割を担
う。モデルとして考えられている上記の複数経
路のうち，パリ協定の温度目標と整合的なのは
（ⅳ）（ⅴ）の協調的なグローバル・ネットゼロ
のシナリオのみである。とりわけ（ⅴ）の加速
的グローバル・ネットゼロシナリオの下では，
2030 年時点の排出削減の 44％がエネルギー効
率改善で達成され，エネルギー源クリーン化の
排出削減への寄与は 2030 年に 17％，2050 年に
は 45％へと拡大する。特に東南アジアでは土地
利用部門が排出緩和に大きく貢献し，インドネ
シアでは同シナリオ下で 2030 年までに排出削
減の 72％を土地利用の改善が担う見込みである。
　グローバルなネットゼロ移行は，森林面積の
大幅拡大やバイオエネルギー作物の拡張など，
土地利用パターンの抜本的転換を伴う可能性が
高い。豊富な森林資源を有するアジア開発途上
国では，土地起源の低コストな削減余地が存在
しており，これら緩和策と同時に適応策が取ら
れることで大きな相乗効果が生み出される点も
期待される。加速的グローバル・ネットゼロシ

ナリオの下では，同地域の森林被覆は 2050 年
までに約 9,500 万 ha 増，つまり土地被覆の
30％が増加し，その約半分は中国に集中してい
る。他方，食料作物の栽培面積は約 3,600 万 ha
減少し，代わって約 3,900 万 ha がエネルギー
作物に充てられる見通しである。
　気候対策が控えめな場合であっても，一次エ
ネルギーに占める石炭比率が低下する点は注目
に値する。過去約 30 年間（1991-2020 年），ア
ジア開発途上国の一次エネルギー供給は 3 倍と
なり，その増加の過半を石炭が担ってきた。同
地域の最大のエネルギー起源と温室効果ガス排
出源は石炭であり，石油（約 20％），天然ガス
（約 10％）が続く構成は 1990 年代から現在に
至るまで大きく変化していない。しかしながら，
現行政策シナリオでも 2050 年にエネルギーに
占める石炭の比率は約 1/2 から 1/4 以下へと低
下し，より野心的な政策シナリオの元では約
13％にまで縮小する。
　電力についていえば，現行政策下でも 2040
年までに再生可能エネルギーが発電の約 63％を
占める見込みである。加速的ネットゼロシナリ
オ下では 2040 年までに再生可能エネルギーが
ほぼ全量を供給し，石炭火力発電は事実上ゼロ
になる。現実にも，過去 10 年間の太陽光・風
力の急成長と急激なコスト低下を背景に，アジ
ア開発途上国は太陽光および陸上風力の設備拡
張で世界を牽引してきた。このエネルギー供給
の急速な転換は，歴史的にも前例のない劇的な
転換である。
　こうした転換には，クリーン技術への投資規
模拡大が不可欠である（Banares-Sanchez, et al., 
2026）。2021 年には，アジア開発途上国地域の
電力供給投資が約 4,680 億ドルに達し，そのう
ち約 3,970 億ドルが再エネ・送配電網・蓄電に
投じられ，国別でいえばクリーンな電力投資の
約 63％を中国が占めてきた。パリ協定目標と
両立する気候変動緩和の軌道に乗せるために
は，2050 年までの年間平均で約 7,070 億ドル，
つまりアジア開発途上国の GDP 比 1.5～2.7％
への投資の増額が必要であるとモデル試算は示
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している（ADB, 2023）。

Ⅱ－３．適応策
　アジア開発途上国は，世界有数の温室効果ガ
ス排出地域であると同時に，気候変動の影響に
最も脆弱な地域でもある。一般に，温暖化は自
然資源の劣化を加速させ，農業・天然資源に依
存する農民などの人々は，干ばつ・洪水・土壌
の塩害，病害虫や感染症の増加に直面する。灌
漑用水が逼迫するため農業生産は水不足のスト
レスにさらされる。猛暑日が増加するにも関わ
らず空調が困難な地域では労働生産性が有意に
低下し，健康面でもマラリアやデング熱などの
媒介性感染症が拡大し，熱ストレスによる循環
器系疾病リスクが高まる。降雨量・暴風の強度
上昇に伴い洪水や地滑りが頻発し，災害リスク
は広域で増大する。海水温上昇と酸性化による
生態系への影響も深刻であり，さらに地球温暖
化による海面上昇は，沿岸部や低地での貧困層
の生計とインフラの維持に長期的な脅威を与え
続けている。
　そもそもアジアでは，低地のデルタに人口が
集中しており，海面上昇の影響を受けやすい。
太平洋の低地環礁でも事情は同じである。勢力
の強い温帯低気圧に伴う高潮は，気候変動で発
生頻度が高まる見通しであり，地下水を含む淡
水域への塩水侵入などの被害も拡大している。
豪雨や暴風による洪水・地滑りも増え，低地以
外に住む人々もより大きな災害リスクにさらさ
れている。地球温暖化は自然資源の劣化も加速
させている。東南アジアではサンゴ礁の約 95％
が海水温上昇と酸性化で深刻な脅威に直面し，
熱帯林は火災の増加や渇水ストレスで森林資源
の減少が懸念されている。アジアにおける水不
足は 2010 年には約 12 億人に影響し，その悪影
響は 2050 年には 19 億人へ拡大する予測であ
る。この背景には，特に南アジア地域における
広範な降水量の減少と，他地域での降雨の集中
化・変動化がある。
　気候変動問題を軽減し持続可能な開発を遂げ
るための第 2 の政策は，短期的には気候変動を

所与のものとして，その負の影響を軽減するため
の対処策を行っていくという，いわば事後的な対
処への備えとしての「適応策」である（Carleton, 
Duflo, Jack, Zappalà, 2024）。前節で紹介したい
くつかのシナリオのうちどれに近い状況が現実
化するかにもよるが，2050 年までに先進国が
温室効果ガス排出を 80％削減したとしても，
気温は数度上昇することが予想されている。こ
の気温上昇は，主に熱帯に位置する途上国を直
撃する。そうすると干ばつや気温上昇で作物収
量は減少し，水没した地域では避難民が続出し，
安全な水の確保が困難になるとすれば，熱帯感
染症が蔓延するであろう。こうした問題に取り
組むためには，そもそも気温上昇を食い止める
ための「緩和策」が不可欠であるが，それだけ
ではなく，気候変動・環境変化に対する「適応
策」についても考えなければならない。
　「適応策」の例としては，温暖化に伴う海面
上昇による悪影響に対処するための護岸・堤防
などのインフラ整備，自然災害に対処するため
の防災・減災への投資，安全な水資源へのアク
セスを安定化させるための適切な水資源管理な
どの「リスクコントロール」がある。さらに，
旱魃抵抗性や高温抵抗性のある作物品種の開
発，熱帯感染症蔓延あるいは新型コロナ感染症
（COVID-19）の大流行のような全世界的な公
衆衛生上の脅威に対する予防・備え，ワクチン
や治療法の開発を含む医学的な対策も「適応策」
の重要なポイントとなる。こうした，災害の予
防，対策準備，被害拡大防止は，気候変動によ
る人々の生活窮乏化を回避し，持続可能な開発
を達成するための大前提ともいうべきものであ
る。さらには，最終的に生じてしまった大規模
な損失に対して，リスクの市場取引を通じてそ
れを補填するための事前の保険メカニズム，つ
まり災害保険や災害債などの「リスク・ファイ
ナンス」も重要な適応策の柱である。
　アジア開発銀行の推計では，適応・緩和策が
不十分なまま進めば，2100 年までに毎年失われ
る GDP は，東アジアで約 5％，南アジアで約
9％，東南アジアで約 11％にのぼる可能性があ

- 238 -

災害レジリエンスと持続可能な発展

12_CW6_AY069D09.indd   238 2026/03/24   15:21:46



る。さらに，気温変動と成長の関係に基づく別
の分析では，対策を講じない場合，アジア開発

途上国全体で年間約 10％の GDP 損失が生じう
るとされている（アジア開発銀行，2021 年）。

Ⅲ．巨大災害の起源と趨勢

　一般に，災害は自然現象起因に限っておらず，
社会・経済・制度の諸過程と相互作用しながら
人々のウェルビーイングを脅かす。先進国・途
上国を問わず，個人と家計は事故・疾病・早逝
など多様な個別的なリスクに直面しており，農
業では天候の影響で変動する収量や作物市場価
格の変動に曝露されている。これらのリスクに
対する脆弱性は，とりわけ半乾燥熱帯地域に居
住する零細農家や土地なし労働者で顕著であ
る。その要因として，所得や資産水準の低さ，
リスクに対処するための信用市場へのアクセス
の制約，さらには社会的セーフティネットの不
備など保険メカニズムへの利用可能性の低さか
ら，リスク吸収能力が制限されていることがあ
ろう。さらに，例えば景気後退，極端なインフ
レやデフレ，為替レートの急激な変化，失業の
拡大といったマクロ経済の不安定性は，システ
マティック・ショックとして家計厚生を大幅に
悪化させうる。なかでも，自然災害は規模と同
時性の観点から最も破滅的な帰結をもたらしや
すく，近年だけを見ても，巨大地震・津波・極
端な気候・気象により，先進国・途上国の双方
で甚大な人的・経済的損失が発生している。加
えて，感染症は自然・社会の境界に跨るリスク
である。世界保健機関が 2020 年 3 月 11 日にパ
ンデミックを宣言した新型コロナウイルス感染
症は，罹患・死亡という直接の悪影響のみなら
ず，学校・ビジネス閉鎖を伴うロックダウン等
の社会経済への悪影響が教育の場や労働市場・
国際的なサプライチェーンネットワークを通じ

て増幅され，深刻な大惨事となりうることを示
した。
　地球規模で発生する巨大災害を類型化し，
データに基づいてグローバルリスクの現状分析
と将来予測を行っているものとして，世界経済
フォーラム（World Economic Forum, WEF）
が発行する年次報告書，Global Risks Report が
ある。同報告書は，巨大災害に関する分析・予
測結果を元に短期（1～2 年）および長期（10
年）の展望も示している。同報告書が実施した
世界各国識者の調査結果によれば，2025 年時
点で最も深刻な巨大災害リスクは図 4 にまとめ
られている。この図 4 からは，自然災害リスク
のみならず，地政学的リスクや環境リスクが特
に認知されていることがわかる。

Ⅲ－１．四つの巨大災害とその起源
　ここでは，澤田編（2014）・アジア開発銀行 

（2021b） に従い，これら様々な巨大災害を「自
然災害」「技術的災害」「経済危機」「暴力的紛争」
の四つに類型化する。「自然災害」は一般に，
自然ハザードが曝露と脆弱性と相互作用して重
大な被害をもたらす事象として定義されるが，
その主要類型には，洪水・暴風雨・干ばつ等の
「水文・気象・気候的災害」，地震・津波・火
山噴火等の「地球物理的災害」，パンデミック
や病害虫の多発等の「生物的災害」が含まれ
る6）。これに加え，原子力発電所事故や大規模
インフラの崩壊，航空・鉄道等の大規模事故と
いった「技術的災害」も，広義のリスク・マネ

６）災害疫学研究センター（Centre for Research on the Epidemiology of Disasters）の定義によれば，「自然
災害」とは水文気象的災害，地学的災害，生物的災害の総称である。
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ジメントの観点では災害として扱われる。さら
に，金融・通貨・債務危機やハイパーインフレー
ション等の「経済危機」，国際戦争・内戦・テ
ロ事案に代表される「暴力的紛争」も，人命・
生活・生産基盤に甚大な損失を与えるという点
で，人的災害として広義の巨大災害の一部をな
す（図 5）。
　巨大災害発生のパターンを理解するには，ま
ずその発生メカニズムと社会側の脆弱性の変化
を区別して考えると有益であろう。経済発展の
初期段階では，経済活動の中心は第一次産業，
とくに狩猟採集や自給的農業に置かれる。この
段階でも天候・気候に起因する自然災害リスク
は大きいが，一般に経済の規模や産業連関は限
定的であるため，技術的災害や大規模な金融危

機，広域紛争のような集計的なシステマティッ
ク・リスクは相対的に小さい。他方，狩猟社会
から農耕社会への転換は定住化と人口密度の上
昇を伴い，これが不作や病害虫の多発，感染症
の蔓延といった新たなリスクを増幅したと考え
られる（ダイアモンド，2012）。さらに，経済
発展が進むにつれて土地利用は拡大・集約化し，
河川改修・治水・開墾などの人為的改変が進む。
その帰結として，洪水等の増大を通じて災害リ
スクの発生頻度が上がる。実証的にも，河川上
流域の過度な山林開発や流域の急速な開発が下
流域の洪水被害を増大させた事例が報告されて
おり，現在の滋賀県・兵庫県・岡山県などに当
たる西日本では 15 世紀以降，上流山地の森林
開発が大規模洪水のリスクを高めたとされてい

図４　識者が認知する世界における巨大リスク（2025 年）

（出所）　�World Economic Forum, Global Risks Perception Survey。2005 年に専門家が選択したトップ 10 リスクを示す
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る（北原編 , 2006）。このように，災害の「自然」
側の要因だけでなく，経済発展に伴う定住化・
人口集積・土地改変が，災害の発生確率とその
規模・被害レベルを体系的に変えてきたのであ
る。さらに，経済活動の活発化と国境を越える
交流・取引の拡大は，人々の移動範囲と相互接
触機会を飛躍的に増大させ，感染症の蔓延確率
と速度を高めた。土地利用の拡張や生態系への
浸透は，これまで人間と接点の少なかった野生
動物との接触頻度を押し上げ，人獣共通感染症
を波及させた7）。歴史的にも，14 世紀ヨーロッ
パで全人口の約三割が死亡したとされるペスト
は，ネズミなどを宿主とし，東西交易の拡大と
ともにシルクロードを介して中国から地中海域
へと波及したと考えられている。今日の高度に
グローバル化した世界では，緊密な国際航空網
により接触ネットワークが高密化・短絡化して
おり，急性インフルエンザや新型コロナウイル

ス感染症の世界的拡大が示すとおり，新興・再
興感染症リスクは常在化している。
　「技術的災害」については，急速な産業構造転
換と新規エネルギー源の導入が，未経験のリス
クを顕在化させうる。技術には，土木工学のよう
に長い実装の期間を通じて安全性が積み上がっ
た成熟した安全技術と，原子力工学のように開
発史が浅く運用知見が未充足と考えられる未成
熟技術が併存する（加藤，2011）。さらに，技術
進歩は正のフィードバック機構を通じて加速し，
既存技術を陳腐化させる創造的破壊というリス
クをもたらす（Arthur, 1990, Aghion and 
Howitt, 1992）。こうした技術の動態は，19 世
紀初頭イギリスのラッダイト運動のように旧来
勢力との摩擦を誘発しうるだけでなく，標準化・
規制・安定した運用が追いつかない導入拡大期・
移行期において，従前には存在しなかった新種
の事故・技術的災害リスクを増大させる8）。す

７）人獣共通感染症とは，動物からヒトへ，ヒトから動物へ伝播可能な感染症のことである。
８）一般に新技術の波及プロセスは時間を通じて S 字を描くため，急速に波及する時期を含む。

図５　巨大災害の四類型

（出所）　澤田編（2014）を改訂したもの

コロナ禍

ウクライナ戦争
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なわち，災害の顕在化は自然側のショックだけ
でなく，社会経済のネットワーク化・技術の非
線形的な拡散が増幅的に作用することでも起こ
りうるのである。
　「経済危機」発生の起源は実物経済活動面と
金融取引面の両面から特徴づけられる。まず，
産業面では，産業革命以降に形成された工場制
と近年のグローバル・サプライチェーンが供給
と価格の平準化を促す一方，主要投入財や資本
財生産，特に工業素材の生産は規模の経済性で
特徴づけられるため，供給の集中化が起こり，
そのことが個別生産ショックの伝播をもたら
す。例えば，Carvalho et al.（2021） らの東日本
大震災に関する研究では，被災企業への直接の
被害がサプライチェーンを通じて増幅され，日
本全国へ伝播したとされている。他方で企業の
対処行動や多様で柔軟な取引関係により，影響
は全体として大きくなかったとの分析もある
（Todo et al., 2015）。金融面では，銀行が短期
負債で調達し長期に貸し出すという「満期ミス
マッチ」の問題があり，それが取り付けを誘発
し得るという構造的脆弱性が理論化されている
（Diamond and Dybvig, 1983）。金融取引が国
際化した場合には，典型的に短期のドル建て借
り入れと長期の現地通貨建て貸し付けという，
満期のみならず通貨のミスマッチ，すなわち「ダ
ブル・ミスマッチ」が，本源的な経済危機のリ
スクとなる（伊藤，2003）。総じて，財の生産・
供給の集中化とサプライチェーン・取引関係の
深化，ならびに満期・通貨のミスマッチは，実
体経済と金融取引の相互連関を介して，潜在的
な経済危機の発生リスクと波及度を増大させて
きた面がある。とりわけ各種取引・決済関係で
密につながった金融ネットワークにおいては，
小規模に生じた問題がドミノ倒しのごとく全体
に波及する「システミック・リスク」が存在する。
　「暴力的紛争」についてはどうか。極端に単
純化すれば，長い人類の歴史の中で社会制度は，
小規模血縁集団，部族社会，首長社会，国家へ
と変化した（ダイアモンド，2012）。一般に，
とある社会が n 人で構成されているとする。

社会制度が拡大するとともに，各社会の人口規
模とその内部での相互交流が拡大すると，潜在
的な二者関係は n（n－1）/2 に比例して爆発的
に増える。二者間において一定の割合で利害対
立が起こるとすれば，利害対立件数は幾何級数
的に拡張するため，紛争の発生可能性は急速に
高まる（ダイアモンド，2012）。こうした問題
に対し，社会が小規模である場合にはまず，私
的秩序に依拠した非公式の紛争抑止方法で応じ
ようとする。例えば，経済取引にかかわる紛争
についていえば，地中海交易のマグリビ商人は
多角的懲罰に基づく評判メカニズムを用いて遠
隔取引の履行を担保し（Greif, 1993），近世日
本の商人・手工業者は株仲間という私的司法・
自律規制の枠組みで取引の秩序を維持した（岡
崎，2005）。しかし，社会の人口と取引のスケー
ルがさらに拡大し，参加者が異質化・匿名化す
ると，私的な非公式制裁の仕組みだけではルー
ルの執行力が不足し，制御困難な紛争リスクが
高まることになる。そのため，社会の規模と人々
の関係・取引が増大するとともに権限の独占と
一元化による公的統治へと政治制度が移行し，
紛争の解決は公式の法律・裁判制度に依拠して
ゆくことになる。こうして主に血縁・地縁に基
づいた小集団を超える大規模社会の統治には，
徴税・裁判・軍事を含む国家の設立が要請され，
余剰資源の管理，対外的軍事競争，官僚制の整
備を通じて近代国家が成立する（Fukuyama, 
2011；猪口，1988）。もっとも，集権化は統治
を安定化させる一方で，制度変動や権力交代を
めぐる政治的不安定性も内包しており，ときに
革命のような暴力的な体制転換を誘発し得る
（中野，1989）。さらに，グローバル化が交渉・
取引の範囲を国境の外へと広げるにつれ，軍拡
競争のゲームが示すように，国家間の競合は制
度化・産業化された軍事力を通じてエスカレー
トし得るため，大規模紛争の潜在リスクが一段
と高まることになる（猪口，1988）。総じて，
「人間関係数の増大」と「私的枠組みから公的
制度へのルールの履行強制の移行」，および「権
力集権化の帰結としての不安定」という三つの
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力学が，人口・社会・経済取引の拡大とともに
潜在的な紛争リスクを増大させてきたといえる。

Ⅲ－２．巨大災害の趨勢
　次に，これら巨大災害の動向を見てみよう。ま
ず，「自然災害」データは，災害疫学研究センター
（CRED）のデータベース（EM-DAT）より，
1900～2024 年における以下の災害についての
データを入手した：水文的（hydrological），地球
物理的（geophysical），気候的（climatological），
気象的（meteorological），生物的（biological），
地球外起源的（extra terrestrial）災害である。
「技術的災害」についても，CRED の EM-DAT
から交通輸送上の大事故（transport disaster）, 
産業上の大災害（industrial disaster），家屋の大
火 災 な ど を 含 む「そ の 他 の 技 術 的 災 害
（miscellaneous disaster）」のデータを用いる。
　経済危機とは，マクロ経済の機能が実体面・
金融面で急激に失われ，広範な失業，投資・消
費の急減，資産価格の崩落，銀行貸付の急減や
取り付け，国外への急激な資金流出，広範な企
業倒産，物価の急騰，政府の対外債務支払い停
止などが生じる事態のことである。ここでは，
Reinhart and Rogoff（2011）が先駆的に整備し
た経済危機のデータに加えて Nguyen et al.
（2022）, Müller, Xu, Lehbib, and Chen（2025）
の最新データを整理・統合することで 1950～
2019 年 を カ バ ー す る， 銀 行 危 機（banking 
crisis），通貨危機（currency crisis），国家債務
危機（sovereign debt crisis），インフレーショ
ン危機（inflation crisis） の変数を用いる9）。
　「暴力的紛争」については，スウェーデンのウ
プサラ大学が運営するウプサラ紛争データプログ
ラム（UCDP）が公開している，「国家主体紛争
（state conflict）」，「非国家主体紛争（non-state 
conflict）」，「一方的暴力（one-sided violence）」
のデータが利用可能である。国家主体紛争，あ
るいは単に武力紛争（armed conflict）とは，

「政府または領土をめぐる両立しない主張の対
立であり，少なくとも一方が国家の政府である
二つの当事者間で武力が使用され，1 年間に戦
闘による死者が 25 人以上に達するもの」と定
義されている。他方，「非国家主体紛争」は国
家ではないものの組織化された武装主体による
紛争，「一方的暴力」は民間人を標的にした虐
殺などを含むものである。UCDP データべー
ベースにおいて，非国家主体紛争・一方的暴力
のデータは 1989 年以降得られる一方，国家主
体紛争データは 1950 年から一貫した時系列
データが得られるため，本稿では後者のデータ
を用いる。
　図 6（a）は 1950～2024 年の一国当たりの各
災害の平均発生数を示したものである。特に平
均頻度で見れば最多の自然災害が，世界全体と
して長期の増加傾向にある。こうした自然災害
の増加・深刻化は，食糧問題や健康問題ととも
に気候変動がもたらす悪影響の一つと考えられ
ており，気候変動が海面水位を上昇させ，暴風
雨や台風の頻度増加・激甚化を生み，水害や土
砂災害を頻発させるとする見方が大きい。自然
災害がもたらす直接の厚生コストは，物的資産・
金融資産・人的資産が損なわれるというコスト
である。他方，技術的災害については 2000 年代
に頻発していたものの（図 6（a）），図 6（b） で
見られるように，近年は継続して低下傾向ある。
図 6（a）に見られるように，経済危機は 1980-
90 年代に相対的に頻発していたが，2000 年に
入って頻度が継続して低下している。この背景
として，システミック・リスクに対するマクロ
プルーデンス規制など非伝統的な金融政策の
ツールが多様化・採用されるようになり，さら
にアジア地域を代表として，地域的金融セーフ
ティーネットの枠組みが強化されてきたことも
ある。
　図 7 は，四つの巨大災害発生頻度についてア
ジア地域と非アジア地域それぞれにおける平均

９）図 6・7 においては，Nguyen et al. （2022）を用いているが，データ制約からインフレーション危機を除い
ている。回帰分析においては，Müller, Xu, Lehbib, and Chen （2025）を用いているため，インフレーション
危機を含んでいる。

- 243 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和８年第１号（通巻第 162 号）2026 年 3 月〉

12_CW6_AY069D09.indd   243 2026/03/24   15:21:46



図７　一国当たりの種別災害の平均発生数（アジアと非アジアとの比較）

（出所）　�自然災害・技術的災害については CRED の EM-DAT，経済危機は Nguyen et al.（2022）のデータ，紛争につい
ては UCDP（State-based Armed Conflicts）を用いた

(a) 自然災害 (b) 技術的災害

(c) 経済危機 (d) 暴力的紛争
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発生頻度を比較したものである。自然災害，技
術的災害については明らかにアジアにおける発
生頻度がより多かったが，技術的災害について
はそれが両地域の間で均等化しているとみられ
る。経済危機と暴力的紛争については，アジア
諸国の方が非アジア地域よりも低く抑えられて
きている。ただし，経済危機については，90
年代末のアジア通貨危機が例外であり，暴力的
紛争については，アジア地域においても増加傾
向にある。特にアジア地域においては，通貨危
機の後，ASEAN＋3 の域内金融協力が強化され，
国際機関 ASEAN＋3 マクロ経済リサーチオフィ
ス（AMRO）が ASEAN＋3 地域経済のサーベ
イランス・分析を行うとともに，域内での金融セー
フティーネットの仕組みとしてチェンマイ・イニ
シアティブ（CMIM）が設定されている。また，
各国がより柔軟な為替制度を導入，外貨準備を
より蓄積し，さらには日本政府やアジア開発銀
行（ADB）のイニシアティブの元で自国通貨建
て債券市場が育成されてきたこともダブル・ミ
スマッチ起源の経済危機発生頻度低下の背景と

して特筆すべきであろう（アジア開発銀行，
2021a）。

Ⅲ－３．複合災害
　図 5 にまとめたように，巨大災害は「自然災
害」「技術的災害」「経済危機」「暴力的紛争」
の四つに分類できるが，2011 年の福島原発事故
のように自然災害が技術的災害を誘発したり，
新型コロナウィルス感染症パンデミックのよう
な公衆衛生危機が経済社会の広範な機能を損
なったり，ウクライナ戦争が食料品価格の急騰
を通じてアフリカ諸国の貧困層の経済問題を引
き起こすなど，複数の災害が同時・連続的に発
生して相互に影響し合う複合災害（compound 
disasters）が近年問題となっている。世界経済
フォーラム（World Economic Forum）の「グ
ローバルリスク報告書 2023 年版（Global Risk 
Report 2023 年版）」では複合災害のことを
polycrisis と呼び，世界の識者の八割以上が，
図 8 で示されるような複合災害が発生するとし
ている。また，2024 年 9 月に公表された「2024

図８　グローバルリスク報告書 2023 年版にみる複合災害

（出所）　World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2022-2023
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年世界リスク報告書 （WorldRiskReport 2024）」
においても，危機とリスクは複雑に複合化して
いるとして複合災害を multiple crises と呼んだ
特集を組んでいる。さらに，2024 年 1 月能登
半島地震の被災地がその後豪雨によって水害・
土砂災害にみまわれたことから，日本において
も政策の場で「複合災害」が大きく取り上げら
れることとなった。
　図 9 は，四つの巨大災害それぞれにおける国
別発生数をカバーする，本稿の為に構築した
データを用いて，過去約 20 年間における複合
災害のトレンドを見たものである。まず，各年
において巨大災害が発生しなかった国数のシェ
アは，微増していることがわかる。また，一年
間に四種の巨大災害のうち，一種類，二種類，
三種類，四種類の巨大災害が発生した，つまり
複合災害が発生した国数のシェアについては，
いずれも緩やかな減少傾向にあることがわか

る。また，複合度が高くなるほどシェアが小さ
くなっており，発生頻度データから見ると複合
災害が近年より深刻化しているという傾向はみ
られなかった。ただし，各年において複合災害
のシェアにはやや増減があり，かつ一種類の発
生シェアと二種類以上の発生シェアが拮抗して
きている。微減と見られるトレンドとは別に，
そもそも予見不可能な複合災害が発生するリス
クには留意が必要であろう。

図９　一国当たりの種別災害の平均発生数に見る複合災害

（出所）　�自然災害・技術的災害については CRED の EM-DAT，経済・金融危機は Nguyen et al. （2022）のデータ，暴
力的紛争については UCDP（State-based Armed Conflicts）を用いた。

災害なし

国
数
の
シ
ェ
ア
（
％
）

一種類 二種類 三種類 全四種類

年
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Ⅳ．巨大災害への曝露・脆弱性・レジリエンスと保険メカニズム

　巨大災害は先進国・途上国を問わず地球規模
で発生するが，被害の大きさと性質は地域の社
会経済条件によって異なる。途上国では貧困，
インフォーマル居住の拡大，インフラ未整備，
保険・金融アクセスの不足，ガバナンスの脆弱
性等により災害レジリエンスが弱まる一方，先
進国では高価値資産の集積や高密度都市化によ
り曝露の水準が高い傾向にある。近年は気候変
動に伴う極端現象の頻度・強度変化，沿岸低地
への都市拡張，土地利用の改変，サプライチェー
ンの国際的相互依存の深化などがリスクを増幅
している。ただし，一般には同様の自然災害が
生み出す人的被害の程度は先進国よりも途上国
で深刻となることが知られており（Kahn, 2005），
所得（GDP）に対する被害の大きさも，発展途
上国において大きくなる傾向があり，総じて国民
経済に及ぼす影響は途上国の方が大きい。この
ことは，先進国において，災害リスクによる被害
を相対的に小さくするような防災・減災のメカニ
ズムがより強く働いていることを示唆している。

Ⅳ－１．巨大災害への曝露・脆弱性・レジリエ
ンス

　これらの知見を一般論として統合した概念を
自然災害について整理し，その発生メカニズム，
その影響の持続と空間的波及，ならびにレジリ
エンス強化の基本原理として提示したのが図
10 である。一般に災害とは，「ハザード（災害
を引き起こし得る物理現象）」が，「曝露（その
ハザードにさらされる人口や資産）」並びに「脆
弱性（同程度のハザードと曝露の下で生じる人
的・社会的・経済的被害の深刻さ）」と相互に
作用するときに生起し，人命や健康に対する被
害，財産やインフラなど固定資産の損壊，原材
料・農作物・採取可能な天然資源の喪失を含む
「直接被害」をもたらす。加えて，災害後に本
来行われたはずの財・サービスの生産が失われ
るなど，「間接損失（経済活動の逸失）」も発生
する。
　この基本枠組みに従いつつ，2025 年 9 月に
公表された「2025 年世界リスク報告書（World 
RiskReport 2025）」では，世界各国の災害リス

図 10　自然災害の発生メカニズム

（出所）　ADB （2019）

「直接効果」 「間接効果」
時間と空間
を通じた
「伝播」

全損失

脆弱性

曝露

（気候変動によって
影響される）

ハザード
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クや脆弱性を指数化し，世界リスク指数を，曝
露レベルと脆弱性の積の平方根として算定して
いる（図 11）。曝露レベルとは各国がどの程度
巨大災害に晒される可能性があるかを数値化し
たものであり，中国，メキシコに次いで日本は
世界第三位となっている。脆弱性とは，災害へ
の影響の受けやすさ，災害対応能力の欠如，災
害適応能力の欠如という三つの側面から数値化
されており，いわばレジリエンスの逆数である。
日本は巨大災害曝露レベルが高い一方，先進的
な災害対策によって脆弱性は低くとどまってい
るため，世界リスク指数は 24 位となってる。
　図 10 で概念化されているように，ハザード・
脆弱性で決定される災害リスクの影響はしばし
ば時間・空間を通じて「伝播」する。都市経済
学・空間経済学における権威ある研究である
Davis and Weinstein（2002）は，日本の都市間
における人口分布が第二次世界大戦後に戦前の
傾向へと収束したことを明らかにしており，戦
争，自然災害，感染症の流行などの巨大災害に
対して，都市構造が強い回復力（レジリエンス）
を持っていることを示している。他方，1995
年の阪神淡路大震災下における神戸市を含む全
国自治体データを用いた duPont et al.（2015）

の論文は，阪神淡路大震災後の神戸市の人口推
移と，他の自治体データを用い，合成コントロー
ル （synthetic control） として構築された「震災
がなかった場合の神戸市の人口」つまり，反実
仮想 （counter-factual） の人口推移とを比較し
ている。図 12 に見るように，15 年のスパンに
おいてさえ神戸市の人口が震災前の水準には戻
らず，巨大災害が人間活動の空間的分布に長期
的あるいは恒久的な影響を与える可能性があ
る。つまり，巨大災害の影響は，時系列・世代
間を通じて伝播しうる。また，その影響は被災
地外へも伝播する。サプライチェーンの寸断は
遠隔地の生産や雇用に波及し，被災に伴う人口
移動は受け入れ先地域の労働市場や公共サービ
スに新たな調整を強いるものとなろう。

Ⅳ－２．レジリエンスとしての市場・非市場的
保険メカニズム

　一般に，脆弱性の逆数たるレジリエンスと
は，ハザードに曝露する人々，コミュニティや
社会全体が（ハザードへの）脆弱性を克服し，
そのハザードの影響に対して遅れることなく効
果的・効率的に対応・適応し回復するための能
力，つまり災害回復力を意味している。レジリ

図 11　世界リスク指数

（出所）　2025 年世界リスク報告書（WorldRiskReport 2025）

順位 国名 世界リスク指数 曝露 脆弱性 影響受容性 対応能力不足度 適応能力不足度

フィリピン
インド
インドネシア
コロンビア
メキシコ
ミャンマー
モザンビーク
ロシア連邦
中国
パキスタン
バングラデシュ
パプアニューギニア
ベトナム
ペルー
ソマリア
イエメン
日本
エクアドル
マダガスカル
ニカラグア
アメリカ合衆国
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エンスは強靭性と呼ばれることもあるが，災害
の悪影響は時間を通じて持続するだけでなく，
人々の移住やサプライチェーン，財やサービス
の急激な価格変化などを通じて空間的に伝播し
てしまうため，被災地のみならず非被災地にお
いても災害に対するレジリエンスの強化は防
災・減災対策や災害に対するリスク管理の鍵と
なる。
　ハザード・災害に対する多様な市場・非市場
的な保険メカニズムがレジリエンスの骨格をな
すが，広く一般には，ハザードそれ自体を制御
しようとする「緩和策」，作物選択や防潮堤な
どのインフラ投資（リスクコントロール），市場保
険への加入（リスクファイナンス）など災害を所
与としつつもそれが発現する前のリスク削減行動
である「事前的適応策（ex ante adaptation）」，
猛暑時の空調使用や干ばつ時の地下水くみ上げ
など災害発生後の反応的行動である「事後的適
応策（ex post adaptation）」に大別することがで
きる（Carleton, Duflo, Jack, Zappalà, 2024）。「事
前的適応策」，「事後的適応策」は，既存研究に

おいてはそれぞれ「リスク管理戦略」と「リス
ク対処戦略」とも呼ばれている（澤田，2010；
Sawada, 2007）。深刻な生活水準の変動リスクに
対して，人々はこれらの戦略的行動をとろうと
する。「リスク管理戦略」とは，所得が生み出
される事前の段階で所得の変動を抑えるために
行われる諸行動として定義することができる。
より具体的には，農民が，作物の多様化などを
行うことでリスクへの曝露を分散し，天候の変
化によっては収量が下がらないようにすること
が含まれる。気候変動への「緩和策」は，いわ
ばこうした個人のリスク管理戦略をより根本的
に補強する政策と考えることができる。
　ここで，事前的適応策・リスク管理戦略の一
つである市場保険メカニズムが一般に，災害に
対して不完備であり，市場が失敗することを指
摘しておきたい。図 13 は，自然災害による経
済損失のうち保険で補填された割合（保険カ
バー率）が地域・所得階層で大きく異なること
を示している。左図では，1980 年～2009 年に
おいては北米 66％，欧州 20％に対し，アジア

図 12　�阪神淡路大震災がもたらした神戸市人口への影響�
（太線は基準化した実際の人口推移，灰色線は地震がなかったとした場合の合成コントロー
ル値を示す）

（出所）　duPont et al. （2015） の Fig 3

合成コントロール値 神戸市の実現値
（年）
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は 9％，オセアニア 3％，アフリカは 1％未満
と低水準で，アジアでは発生損失の大半が無保
険（プロテクション・ギャップ）であった。右
図はアジア太平洋経済を対象にその後 2010-
2019 年の推移を示し，高所得国では年次の振
れを伴いつつも概ね 40 から 60％へ向けた上昇
傾向がみられる一方，中所得国は 0～10％程度
で低位横ばいが続いている。すなわち，同じア
ジアでも国の所得レベルにより災害に対する保
険市場の厚みが大きく分かれているため，家計・
企業・政府は無保険部分の復旧を自己負担や事
後財政で賄わざるを得ないことがわかる。
　以上のような，災害に対する保険の不完備性
という「市場の失敗」は，保険市場に本源的な
情報の非対称性とそれによってうみだされる逆
選抜，モラルハザードの問題に起因すると考え
られる（Einav et al., 2023）。Adachi et al. （2023）
は，2011 年タイ洪水時の企業（外資系を含む）
を対象に，842 事業所の独自データを構築・分
析している。主な結論として，企業向けの実損
填補型（indemnity-based）保険，とくに財産
保険と事業中断保険，において，逆選択（高リ
スク企業ほど加入）とモラルハザード（加入に
より防災投資・リスク回避努力が弱まる）の問
題が深刻で，大規模災害リスクの下では従来型
の保険設計が機能不全に陥りやすいことを実証
的に示している。例えば，図 14 は，事前のリ
スク認知，財産保険と事業中断保険の加入有無

と事後的に事業所か水没したかどうかの関係を
示したものである。洪水・水没リスクが高かっ
たところでは事前の洪水リスク認知度が高く，
洪水前の財産保険・事業中断保険加入割合も有
意に高く，逆選抜の傾向があったことがわかる。

Ⅳ－３．公的な防災・減災
　以上議論した狭義の災害保険は，「市場メカ
ニズム」，すなわち価格シグナルを手掛かりに
して競争を通じて利潤を追求する個人や企業の
行動・資源配分を調整するメカニズムを基礎に
した適応策の一種である。リスクをプールする
という意味では市場を通じた「共助」という側
面があるものの，そもそも災害保険に加入する
かどうかは個人や企業の判断にゆだねられてい
るため，その意味では「自助」としての側面も
ある。いずれにしても，災害リスクの管理にお
いて保険や災害債等を活用することはリスク・
ファイナンスの根幹をなす。
　他方，自然災害に対する防災・減災として取
られる土地利用規制・耐震 / 耐水基準の設定・
保全といった構造的・非構造的対策から成るリ
スクコントロールは，主として政府がその中心
を担う。さらに，発災の応急対応（response）・
復旧復興（recovery），とりわけ災害脆弱層へ
の社会的保護といった「公助」は政府の重要な
責務である。日本では災害救助法に基づく食料
や住居の提供・生活再建支援法に基づいた資金

図 13　自然災害被害に対する保険支払率

1980年 – 2009年

<1%

3%

66% 9%

2%

20%

2010年 – 2019年

（出所）ミュンヘン再保険・アジア開発銀行のデータ
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の支給，災害融資，様々な行政サポート，さら
には家族が失われたことへの弔慰金の支給など
が「公助」に含まれる。
　自然災害のみならず紛争や戦争などの人的災
害を含めた大きな災害が生み出す潜在的な被害
に対してより積極的な政策を打ち出そうとする
考え方が，「人間の安全保障」である（澤田，
2006）。「人間の安全保障」概念とは，紛争の危
険，武器の拡散，あるいは経済上の困窮といっ
た，人々の人間としての生活を脅かすさまざま
なリスク（危険）を認知し，それらのさまざま
なリスクから人々を保護し，生活を保障すると
いうことである。この概念は，気候変動による
直接・間接の貧困リスクから人々を守り，持続
可能な開発を遂げるための政策立案・実施にお
いて一つの柱となる重要な概念である。

Ⅳ－４．コミュニティメカニズム
　「自助」「公助」と並び重要な役割を果たす「共
助」の中心となるのが「コミュニティ」であり，
社会的セーフティネット，共有地の保全や非公
式の取引の履行強制メカニズム提供など，地域
限定的な公共財の供給を促進するというメカニ
ズムである。大災害に対しても「市場メカニズ

ム」に基づいた保険取引，「公的メカニズム」
を通じた巨大リスクに対する事前・事後の資源
配分に加えて，「社会関係資本（ソーシャルキャ
ピタル）」を元にしたコミュニティレベルの資
源配分というメカニズムが存在する。既にみた
ように，巨大災害は市場メカニズムが有効に機
能しない「市場の失敗」の問題が顕在化するリ
スクを生み出す。また，そうした災害に対する
事前・事後の公的なメカニズムもしばしば不十
分であり，政府もまた失敗する。巨大災害に対
する「市場の失敗」「政府の失敗」を埋め合わ
せるのがコミュニティメカニズムである（澤田，
2014, Aldrich et al., 2015）。Aldrich（2012）は，
関東大震災，阪神淡路大震災，インド洋津波，
ハリケーン・カトリーナなどの事例から，社会
関係資本が災害後の復興の速度と程度を決定付
け，コミュニティメカニズムが有効に作用して
きたという共通点を見出している。また，
Aldrich and Sawada（2015）は，東日本大震災
で被災した市区町村のデータを詳細に分析し，
社会関係資本が災害前の巨大災害への脆弱性を
も決定付けていたということを発見している。
　とはいえ，コミュニティもまた万全ではなく，
失敗する。例えば，コミュニティのインフォーマ

（出所）　Figure 1 （c）, Adachi et al. （2023）

図 14　タイの企業立地に見る逆選抜

高リスク認知

浸水した事業所 浸水しなかった事業所 95％信頼区間

事
業
所
割
合

洪水前の財産保険加入 洪水前の事業中断保険加入
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ルなネットワークは，慣習や規範・陶片追放的
なメカニズムを用いて個別のリスクをプールす
る相互保険につながりうるが，コミュニティ全
体に影響するような集計的なリスクに対応する
ことは難しい。従って，集計的リスクの性質を
持つ大災害に対しては，自ずと市場を通じた保
険契約などのリスク分散や公権力を用いたリス
ク分散のメカニズムによってそれが補完されな
ければならない。言い換えれば，市場・政府・
コミュニティのメカニズムの相互補完性を強化
するような社会の仕組みが求められているとい
えるだろう（Aldrich, et al., 2015）。

Ⅳ－５．保険メカニズムの効果検証
　広い意味での市場・非市場的保険メカニズム
が総合的に効果的かどうかを検証するための枠
組みとして，個人または家計の消費平準化
（consumption smoothing）に関する二つの標
準的モデル，すなわち，ライフサイクル恒常所
得仮説（LC-PIH）と，消費保険モデルを考える
ことが有益であろう（Jappelli & Pistaferri, 
2017）。第一のモデルは，各個人が予算制約の
下で行う異時点間効用最大化の意思決定に関す
る枠組みであり，効用の時間上の加法分離，貯
蓄・借入機会への完全アクセス，利子率と主観
的割引率の一定性といった一連の標準的仮定を
置く。このモデルは，最適意思決定の必要条件
としてよく知られる消費のオイラー方程式を導
く（Jappelli & Pistaferri, 2017）。

u′（cit）＝［（1＋r）/（1＋δ）］・Et［u′（ci,t＋1）］ � （１）

　ここで cit は期 t における個人・家計 i の消費，
Et は時点 t の情報集合に条件づけた期待値，r
は利子率，δは主観的割引率である。この条件
は，期 t の限界効用が，期 t＋1 の限界効用の
割引期待値に等しくなるべきこと，つまり消費
が時間を通じて平準化されるべきであることを
意味する。
　第二のアプローチは，消費保険のモデルであ
り，そこでは正式・非公式の保険メカニズムの
下で消費が決定される。この分野の既存研究も

また広範である（Attanasio & Pavoni, 2011）。
摩擦のない消費保険モデルでは，公式・非公式
の保険ネットワーク内で完全なリスク分担が達
成され，個人間で重み付き限界効用が等しくな
るようなパレート最適な消費配分が得られる。
この問題から得られる最適配分の一階の必要条
件は次式で表される。

λi・u′（cit）＝λj・u′（cjt）� （２）

　ここでλは，社会計画者問題の最適条件を
導くための社会厚生関数における根岸ウェイト
（Negishi weight）である。第一のモデルでは，
経済主体は時間を通じて割引された限界効用を
等しくしようとする。一方，第二のモデルでは，
個人・家計間で限界効用を等しくする。いずれ
のモデルにおいても，凹型効用関数（特に相対
的危険回避度一定（CRRA）型），合理的期待，
共通の確率分布関数（common belief）などの
標準仮定の下で，近似的に共通の消費成長式を
導くことができる（Jappelli & Pistaferri, 2017; 
Sawada, 2017; Kinnan et al., 2024）。

Δlog（cit）＝a0＋bΔlog（yit）＋vt＋vi＋εit� （３）

　ここで yit は，時点 t における i 個人の所得，
つまり右辺第二項は，直面する潜在的ショック
の影響を示す変数である。時間特有のショック
や地域経済の年次変動を捉えるため，年固定効
果 vt と個人固定効果 vi を投入する。LC-PIH
あるいは完全消費保険仮説は，帰無仮説 H0: b
＝0 を検定することで評価できる。
　ここで，分析対象を世界経済全体とし，国家
間での国際的なリスクシェアリングの問題を考
える。そのため，i が i 国の代表的個人を示す
と考えてクロスカントリーパネルデータを用い
た分析を行う。つまり，cit と yit は，それぞれ
i 国のｔ年における一人当たり消費と一人当た
り GDP を示すことになる。
　我々の目的は，巨大災害によって生み出され
た所得ショックが多様な保険メカニズムによっ
て吸収されることを検証することであるため，

（３）式におけるΔlog（yit）を内生変数とみなし，
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その操作変数として様々な巨大災害リスク変数
群 S を用いる。除外制約については，二方向
固定効果を加えることである程度満たされてい
ると考える。

Δlog（yit）＝c0＋Sitγ＋ut＋ui＋eit� （４）

　データについては，前述の通り，「自然災害」・
「技術的災害」については CRED の EM-DAT
を用いた。経済・金融危機は Müller, Xu, 
Lehbib, and Chen（2025 ） に よ る Global 
Macro Database の最新データを整理・統合して
分析した。暴力的紛争については UCDP（State-
based Armed Conflicts）の公開データ，消費・
GDP・人口については，Penn World Table 
v10.01 の 1950～2019 年のデータを用いた。
　生産側の GDP・消費データを用いた表 1 の
推定結果によれば，推定された b の値は OLS
では 0.335 であり，見かけ上 65％以上の個別所
得ショックが何らかの保険メカニズムで吸収さ
れていることになる。他方，（４）式に基づい
た操作変数法の第一段階における推定結果は，
紛争や地球外起源的災害，経済危機の変数が所
得変動を生み出してきたことを示している。ま
た，第二段階の推定結果は，コラム（３），（５），
（７），（９），（11）に示されており，推定され
た係数 b が 0.637-0.993 の範囲にあり，0 からは
統計的に有意に正であるため，LC-PIH と完全
保険仮説は明確に棄却される。とくに第一段階
に経済危機を含んだ（３），（７），（11）におけ
る b の値は 1 に近く，帰無仮説を棄却できな
い上に保険メカニズムがほぼ機能していないこ
とが示唆されている。OLS の推定値が操作変
数法よりも小さくなるのは，所得成長の測定誤
差による希釈バイアス（attenuation bias）を操
作変数法が補正した結果と解釈できるが，第一
段階に経済危機を入れた場合にはβが 1 に近
く，抜いた場合にはβ＝1 の帰無仮説が棄却さ
れる。このことは，経済危機時には，経済の根
本たる金融市場の機能が失われることでその保
険機能が大きく影響を受け，その結果所得
ショックに対する平滑化の弱さが表面化するこ

とを意味している。しかしながら，これらの推
計結果は，約 60 年間のパネルデータに基づき，
保険機能が時間を通じて一定であるという仮定
を含む定式化に基づいている。この制約を緩め
るため，図 15 は，アジア諸国の OLS のケース
において b の係数が 10 年ごとに変化しうるこ
とを許容して再推定を行ったものである。経時
的にｂの係数が低下する傾向が見て取れるが，
このことは，グローバルな保険メカニズムが時
間を通じて弱体化されてきたことを示してい
る。特に 2000 年代以降の推定結果は，いわゆ
るリーマンショック（global financial crisis）
を通じた国際金融市場の混乱の影響を反映して
いるのかもしれない。

Ⅳ－６．適応策としての保険メカニズムの検証
　一般に，途上国の人々は，災害による所得変
動のリスクに対処するためのさまざまな事後的
適応策・リスク対処行動を用いてきた（Sawada, 
2007; 澤田，2010）。リスク対処行動とは，所得変
動を所与のものとして，生活水準の低下を抑える
ような行動，すなわち貧困状態の発生を事後的
に回避するような行動として定義されるものであ
り，事後的適応策に対応している（Carleton, et 
al., 2024）。困窮のリスクに直面している貧しい
人々は，常にリスク対処行動を採用する強い動
機をもっている。このような，人々の事後的なリ
スク対処行動として一般的なものは，六つある。
第一には，奢侈的な消費を切り詰めたり，消費の
質を下げたりすることで不必要な支出を削減する
ことである。第二には，資金借入を行うことで，
現在のリスクに対処するという方法である。これ
は，将来の余剰資源を現在の穴埋めに使うとい
うことを意味している。第三のリスク対処法は，
自己の所有する実物資産を処分することや，現
金や貴金属などの金融資産を取り崩すことであ
る。第四には，世帯主や家族構成員が追加的な
所得を得ることも重要である。第五は，独立し別
居している子供や親類・隣人・友人からの援助
受け取り等によってリスクに対処する方法であ
る。最後は，人々のこうしたリスク対処を現金支
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給や食糧の配布などを通じて政府が支援してい
くという方法である。とりわけ，これら，人々の
リスクに対する事後的な対処策を政府が積極的
に補強していくことが，気候変動・持続可能な開
発の問題の事後的適応策の中心となる。
　事後的適応策の役割を定式化するため，
Ehrlich and Becker（1972）が分析した市場型
保険，自己保険，およびその他の非市場的な保
険メカニズムをベースとしつつ Fafchamps and 
Lund（2003）に従い，各期 t における個人 i の
異時点間予算制約を次のように定式化する。

cit＝yit
B＋yit

R＋yit
N－Δsit＋Δdit. � （５）

　ここで yit
B と yit

R はそれぞれ公的および私的
な移転所得の構成要素，yit

N はそれらの移転を
差し引いた純所得である。sit は貯蓄ストックの
水準，dit は債務残高である。右辺に市場保険取
引を加えて「事前的適応策」も明示し，多様な
市場・非市場保険メカニズムの役割を数量化し
比較できるが，ここでは図 13 に示した通りカ
バー率の低い市場保険は捨象する。Fang and 
Sawada（2024）が示したように，この予算制
約は近似的に，次のように書ける。

log（cit）＝�log（yit
N）－（Δsit/yit

N）＋�
（Δdit/yit

N）＋（yit
B/yit

N）＋（yit
R/yit

N）.�（６）

　右辺は，非移転所得の変化，貯蓄の取り崩し
（dis-saving），借入，公的移転，私的移転といっ
た，消費の資金調達経路を示している。個人・
家計レベルで見た消費成長方程式の（３）式と
合わせると，消費がさまざまな所得源や取り崩
し・借入で賄われ得ることが示され，このことが，
前期の消費 log（ci,t−1）を所与として行われる第
k のリスク対応手段を次のように特定化づける。

λit
k＝�c0

k＋Sitβ1
k＋Xitβ2

k�

＋log（ci,t−1）＋δt
k＋δi

k＋δc
k＋εit

k� （７）

　ここでλit
k は，時点 t におけるさまざまな負

の災害ショック Sit の下で，消費のために用い
られる第 k の「事後的適応メカニズム」「リス
ク対処」手段すなわち個々の保険メカニズムを
表す。ここでは，∑k＝1

Kλit
k＝log（yit

N）−（Δsit/
yit

N）＋（Δdit/yit
N）＋（yit

B/yit
N）＋（yit

R/yit
N） が 成

り立つ。本稿でとりわけ関心があるのは係数
β1

k であり，これは異なる種類の負のショック
が人々の厚生にどの程度影響するかを間接的に
示すものである。また，集計的な共通ショック
δc

k と個人レベルの観測不能な異質性δi
k を制御

図 15　アジアにおける保険メカニズム有効性の時間変化
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し，地域間の発展の違いを許容するために，コ
ミュニティ別の時系列トレンドδg

k も組み込む。
　一般に，以上のリスク管理戦略・リスク対処
行動の有効性については，開発経済学において
多くの実証研究が行われてきている。他方でそ
れぞれの戦略・対処の有効性は，国や地域ある
いはコミュニティによって異なるであろうし，
あるいは個人の特徴によって望ましい戦略のあ
り方も変わるであろう。そこで再び，この枠組
みを国際的なリスクシェアリングの文脈で分析
することにする。この場合，（５）式の異時点間
の予算制約は，国際収支の枠組みを用いて表記
でき，（７）式において，負のショックに対す
る対応の「事後的な適応メカニズム」として純
輸入を考えることができる（Obstfeld and 
Rogoff, 1996）。表 2 は，純輸出を従属変数とし
た推定結果を示している。これによれば，経済
危機による所得ショックが一貫して純輸出を有
意に低下させている。つまり，所得ショックに
対して輸入がその緩衝材として働いたことを示
唆するものである。このようなメカニズムは，
経常収支に関するライフサイクル＝恒常所得仮
説として長らく議論されてきている。例えば，
Obstfeld and Rogoff（1996）は 1923 年の関東
大震災の直後に日本の経常収支赤字が 1922 年
の GDP 比 1.2％から 1923 年には 3.6％，1924 年
には 4.4％へと急増し，1925 年に 1.6％へと収束
したことを指摘している。従って，巨大災害リ
スクに対して重要な保険的機能を果たしている
国際貿易が，関税措置や貿易摩擦によって阻害
されることは，結果的に経済全体の災害適応力・
レジリエンスを著しく制約する可能性がある。
　それでは，個人・企業レベルでの事後的適応・
リスク対処能力はどうであろうか。表 3 は，（７）
式で要約される理論枠組みを明示的または暗黙
裡に採用した実証研究を，地震・津波・洪水・
干ばつ・感染症などの自然災害，ならびに経済
危機といった人的災害への曝露後（ex post）の
ミクロでのリスク対処行動の観点から整理した
ものである。総じて，災害の種類を問わず，労
働供給の調整，民間・公的援助の受給，消費調

整，借入，資産の取り崩し（売却・流動化）が，
個人・世帯の被害緩和に広く重要な役割を果た
してきたことが確認される。これらの傾向は，
アジア 6 か国を系統的に比較した Heltberg, 
Oviedo, and Talukdar （2015） の結果とも整合的
である。もっとも，Sawada （2017） が報告する
ように，経済危機に代表される人的災害では信
用収縮を伴う金融・取引の深刻な混乱が生じや
すく，借入の有効性は限定的となっている。こ
の点は，表 1 に見る借り入れを通じた保険機能
の弱さに表れていると考えられる。一方で，自
然災害に対しては借入の事後的適応策としての
効果が相対的に大きいことが分かる。加えて，
状況依存的ではあるが，移住や公的援助が有効
な対処メカニズムとして機能する事例も広く確
認できる。
　急速な成長に伴う不十分な都市・地域計画，
交通混雑などのインフラ・ボトルネック，公害・
大気汚染等の環境外部性，そして湿地・マング
ローブ・森林の破壊に代表される生態系劣化は
相互に連鎖し，その災害防護機能（例：洪水緩
和や熱緩和）の低下と高リスクへの曝露を通じ
て，総体としての災害リスクを押し上げ，適応
を困難にする。こうした開発と災害の相互作用
は，子ども・女性・障がい者・高齢者・零細企
業など脆弱層に長期的な不利益を集中させ，慢
性的貧困と貧困の罠を生み出す。多くの途上国
でスラムの拡大と再発的な都市洪水が観察され
るのは，その典型例である。さらに，開発が災
害曝露・脆弱性の増加そして災害被害の拡大を
通じて貧困・不平等を恒常化させるという累積
効果が生じ，開発と災害の双方向因果が悪循環
を増幅する可能性がある（図 10）。以上より，
適応策を強化し持続可能な発展を実現するに
は，成長の質（適切な都市空間配置・レジリエ
ントなインフラ設計・環境保全）に着目し，曝
露と脆弱性を同時に低減するリスクコントロー
ルと災害保険などのリスクファイナンス，すな
わち事前的適応策に加えて事後的適応能力を強
化し，統合的な災害リスク対策を構築すること
が不可欠である。

- 256 -

災害レジリエンスと持続可能な発展

12_CW6_AY069D09.indd   256 2026/03/24   15:21:47



表
２
　
貿
易
を
通
じ
た
事
後
的
適
応
・
リ
ス
ク
対
処
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
証

（
出

所
）

筆
者

作
成

- 257 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和８年第１号（通巻第 162 号）2026 年 3 月〉

12_CW6_AY069D09.indd   257 2026/03/24   15:21:47



表
３
　
災
害
に
対
す
る
事
後
的
適
応
・
リ
ス
ク
対
処
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
既
存
研
究
の
結
果

災
害

の
種

類
被

害
事

前
的

適
応

・
リ

ス
ク

対
処

メ
カ

ニ
ズ

ム
労

働
参

加
所

得
移

転
借

入
れ

資
産

取
崩

し
消

費
の

調
整

そ
の

他
（

A
）

自
然

災
害

H
or

io
ka

 e
t a

l. （
20

02
）

日
本

で
の

想
定

外
の

出
来

事
全

般
病

気
，事

故
，災

害
，失

業
，

倒
産

―
私

的
援

助
が

有
効

限
定

的
効

果
的

―
事

前
的

適
応

策
と

し
て

の
市

場
保

険
Sa

w
ad

a 
an

d 
Sh

im
iz

ut
an

i 
（

20
08

, 2
01

1）
阪

神
・

淡
路

大
震

災
住

宅
―

限
定

効
果

的
非

効
率

的
効

果
的

―

資
産

―
非

効
率

的
非

効
率

的
効

果
的

効
果

的
―

Y
an

g  （
20

08
a）

ハ
リ

ケ
ー

ン
（

地
球

レ
ベ

ル
）

ハ
リ

ケ
ー

ン
の

被
害

―
効

果
的

（
民

間
，

O
D

A
）

非
効

率
的

―
―

―

Gr
ay

 a
nd

 M
ue

lle
r （

20
12

）
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

の
洪

水
と

作
物

の
不

作
洪

水
と

作
物

の
不

作
効

果
的

�
（

移
住

）
―

―
―

―

Ca
m

er
on

 a
nd

 S
ha

h （
20

15
）

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
地

震
と

洪
水

リ
ス

ク
許

容
度

効
果

的
効

果
的

効
果

的
（

RO
SC

A
）

効
果

的
（

RO
SC

A
）

―
新

規
事

業
や

新
技

術
が

少
な

い

H
el

tb
er

g  
et

 a
l. （

20
15

）

ア
フ

ガ
ニ

ス
タ

ン
，

中
国

，
ラ

オ
ス

，
タ

ジ
キ

ス
タ

ン
，

ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
，

ベ
ト

ナ
ム

の
自

然
災

害
と

人
為

災
害

災
害

，雇
用

・
健

康
シ

ョ
ッ

ク
，

資
産

・
作

物
損

失
，

世
帯

崩
壊

，
犯

罪
効

果
的

効
果

的
効

果
的

効
果

的
効

果
的

K
ur

os
ak

i （
20

17
）

パ
キ

ス
タ

ン
の

洪
水

資
産

―
公

共
移

転
の

効
果

―
―

―
―

Pa
rk

 a
nd

 W
an

g （
20

17
）

中
国

・
四

川
大

地
震

資
産

お
よ

び
収

益
弱

い
公

共
移

転
の

効
果

弱
い

―
―

―

Sa
ka

i e
t a

l. （
20

17
）

フ
ィ

リ
ピ

ン
の

台
風

農
作

物
の

損
失

と
価

格
変

動
効

果
的

効
果

的
効

果
的

非
効

率
的

効
果

的
―

Sa
w

ad
a 

et
 a

l. （
20

17
）

ベ
ト

ナ
ム

の
地

す
べ

り
，

台
風

，
洪

水
，

干
ば

つ
，

伝
染

病
な

ど
収

入
―

効
果

的
効

果
的

効
果

の
可

能
性

効
果

的
�

（
自

家
消

費
）

T
ak

as
ak

i （
20

17
）

フ
ィ

ジ
ー

の
サ

イ
ク

ロ
ン

ハ
ウ

ジ
ン

グ
 

効
果

的
効

果
的

―
―

―

El
ha

n-
K

ay
al

ar
 e

t a
l. （

20
22

）
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
，

コ
ロ

ナ
禍

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

上
の

中
小

零
細

企
業

の
流

通
取

引
総

額
（

GM
V

）
の

減
少

―
―

限
定

的
�

（
借

入
れ

）
効

果
的

�
（

資
産

取
崩

し
）

効
果

的
�

（
消

費
の

調
整

）
―

（
そ

の
他

）

Fa
ng

 a
nd

 S
aw

ad
a （

20
24

）
中

国
に

お
け

る
疾

病
リ

ス
ク

健
康

―
効

果
的

効
果

的
効

果
的

限
定

的

（
注

）　
―

は
，

明
示

的
な

分
析

が
行

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
示

す
。

（
出

所
）　

澤
田

（
20

22
）

を
改

訂
し

た
も

の

- 258 -

災害レジリエンスと持続可能な発展

12_CW6_AY069D09.indd   258 2026/03/24   15:21:47



表
３
　
災
害
に
対
す
る
事
後
的
適
応
・
リ
ス
ク
対
処
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
既
存
研
究
の
結
果
（
続
き
）

災
害

の
種

類
被

害
事

後
的

適
応

・
リ

ス
ク

対
処

メ
カ

ニ
ズ

ム

労
働

参
加

所
得

移
転

借
入

れ
資

産
取

崩
し

消
費

の
調

整
そ

の
他

（
B）

人
的

災
害

（
経

済
危

機
と

技
術

的
災

害
）

Fa
llo

n 
an

d 
Lu

ca
s （

20
02

）
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
，

韓
国

，
マ

レ
ー

シ
ア

，
タ

イ
な

ど
の

通
貨

危
機

 
実

質
所

得
の

減
少

効
果

的
効

果
的

限
定

的
―

効
果

的
―

Fr
an

ke
nb

er
g 

et
 a

l. （
20

03
）

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
通

貨
危

機
実

質
所

得
の

減
少

効
果

的
―

―
効

果
的

効
果

的
世

帯
の

統
合

K
an

g 
an

d 
Sa

w
ad

a （
20

03
, 

20
08

, 2
00

9）
韓

国
の

通
貨

危
機

実
質

所
得

の
減

少
―

効
果

的
非

効
率

的
―

効
果

的
―

T
ho

m
as

 e
t a

l. （
20

04
）

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
通

貨
危

機
実

質
所

得
の

減
少

―
―

―
効

果
的

―

Go
h 

et
 a

l. （
20

05
）

韓
国

の
通

貨
危

機
実

質
所

得
の

減
少

―
効

果
的

非
効

率
的

非
効

率
的

効
果

的
―

Y
an

g （
20

08
b）

フ
ィ

リ
ピ

ン
の

通
貨

危
機

所
得

移
転

の
増

加
効

果
的

効
果

的
―

―
効

果
的

―
Sa

w
ad

a 
et

 a
l. （

20
11

）
日

本
の

金
融

危
機

実
質

所
得

の
減

少
―

非
効

率
的

―
―

―
Ö

tk
er

-R
ob

e 
an

d 
Po

dp
ie

ra
 

（
20

13
）

世
界

金
融

危
機

（
複

数
国

）
実

質
所

得
の

減
少

効
果

的
限

定
的

効
果

的
効

果
的

―

Iw
as

ak
i, 

Le
e, 

an
d 

Sa
w

ad
a 

（
20

19
）

日
本

，
福

島
県

の
原

子
力

発
電

事
故

所
得

・
資

産
の

減
少

―
効

果
的

―
―

―
損

失
回

避
傾

向
の

為
，

損
失

以
上

の
補

償
が

必
要

と
な

る

（
注

）　
―

は
，

明
示

的
な

分
析

が
行

わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
示

す
。

（
出

所
）　

澤
田

（
20

22
）

を
改

訂
し

た
も

の

- 259 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和８年第１号（通巻第 162 号）2026 年 3 月〉

12_CW6_AY069D09.indd   259 2026/03/24   15:21:47



Ⅴ．持続可能性に向けて

　ポストコロナのアジアは，パンデミックやウ
クライナ情勢の波及，気候変動に伴う極端現象
の増加，金融引き締めや資源価格の変動，さら
にはサプライチェーン再編の加速といった複合
的ショックに直面している。これらは相互に関
連し，脆弱層や中小零細企業を中心に恒常的な
リスク曝露をもたらす。持続可能性の回復・強
化には，排出削減を目指す緩和策と，インフラ・
制度整備を進める適応策を両輪とする気候政策
が不可欠である。前者については，国連気候変
動枠組条約およびパリ協定の枠組みの下，各国
は国別貢献（NDC）や長期戦略（LTS）を通
じて，脱炭素移行の道筋を具体化する必要があ
る。ただし，特に低所得国では，政策の施行能
力，データ基盤，インセンティブ設計の弱さが
ボトルネックとなり，災害対応の初動遅延や，
公平で効率的な資源配分の妨げとなっている。
最後に，この制約を踏まえつつ，実装可能性の
高い制度・市場・国際協調についてまとめたい。
　第一に，気候変動に対する適応策を強化する
必要がある。市場・非市場的な保険メカニズム
については，自然災害に対する市場保険カバー
率は地域・所得階層で大きく下回り，特に中低
所得国でプロテクション・ギャップが大きい。
将来の有効な対応としては，より精緻なリスク
モデル構築等を通じた引受・料率のリスク整合
性の改善，災害債（Catastrophe Bond；CAT
債）やパラメトリック保険，災害リスク地域プー
ルなど先進的な取り組みの活用，ならびに耐震・
耐水・土地利用規制等の防災投資と保険契約条
件を連動させることが重要である。運用面で
は，衛星データ，河川水位，降水指数等と第三
者検証，迅速支払いの仕組みを慎重に設計する
ことで不正を防止するのみならず，逆選抜やモ
ラルハザードを制御し加入インセンティブとの
両立を達成することが鍵となる。例えばタイで

は，気象・リモートセンシングに基づく天候イ
ンデックス保険が農業所得の下振れを緩和し，
家計の消費平滑化と被災からの早期復興を支援
している。また，国家間においても，カリブ海
諸国災害リスク保険ファシリティ（Caribbean 
Catastrophe Risk Insurance Facility：
CCRIF），東南アジア災害リスク保険ファシリ
ティ（Southeast Asia Disaster Risk Insurance 
Facility：SEADRIF）といったインデックス型
の先進的なリスクプールが拡充している。
　いずれにせよ，市場メカニズムの機能を適切
に改善することが一つの鍵となる。すなわち，
気候リスクに関するより精緻な情報の収集・開
示・活用を進めるとともに，価格の歪みをもた
らす補助金や規制の見直しを通じて，保険料率
や市場価格にリスクを的確に反映させる制度設
計が求められる。また，既存市場の機能強化に
加え，欠落している市場を創設していくことも
不可欠である。具体的には，より広い災害リス
クの証券化や革新的な保険契約の設計，多国間
リスクプールの拡充などが挙げられ，これらは
価格シグナルを通じて効率的な適応行動を促す
ことができよう（Greenhill, et al., 2026)。
　もっとも，市場は万能ではない。公共財性の
存在，政治的制約，情報の不完全性，さらには
分配上の問題が顕著な場合には，政府による規
制，公共投資，制度整備が不可欠となる。とり
わけ公平性の観点からは，補助や再分配政策を
併用することが正当化される場合もある。ま
た，政府の多面的な適応策支援と共に，社会関
係資本に基づいたインフォーマル保険の機能強
化も不可欠である。大規模災害下での「市場の
失敗」と「政府の失敗」に対してコミュニティ
の相互扶助や，結束型・橋渡し型・連結型ソー
シャルキャピタルは，情報共有，救援マッチン
グ，心理的ケア，小口資金の融通など多様な復
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興支援活動を通じて，市場と政府を補完する実
質的な保険機能を果たす。例えば，東日本大震
災後の『居場所』事業の評価研究結果は，社会
的つながりの強化がメンタルヘルスと主観的復興
感を改善することを示している（Lee et al., 
2022）。具体的な政策としては，日本の社会福祉
協議会のようなコミュニティ拠点の常設化，NPO
やボランティアを含むネットワークのハブを土台
としてキャッシュ・フォー・ワーク等による公的な
短期所得補填など多様な公的・民間の支援プログ
ラムを実施して行くことが効果的であろう。フォー
マルな保険メカニズムとインフォーマルな相互扶
助は代替ではなく補完関係にあり，事前・事後の
適応策強化の為の制度設計は両者の相互作用を
前提に行うべきである。
　第二に，地球環境・気候変動問題は国境を超え
る問題であるため，国際的な政策協調・制度枠組
みが極めて重要な役割を果たす。現在のアジア太
平洋では，インド太平洋経済枠組み（Indo-Pacific 
Economic Framework for Prosperity；IPEF）
と一帯一路構想（Belt and Road Initiative；
BRI）が併存・競合する一方，地域的な包括的経
済連携協定（Regional Comprehensive Economic 
Partnership；RCEP）や包括的および先進的な
環太平洋パートナーシップ協定（Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership；CPTPP）といったメガ自由貿易協
定が重層的ガバナンスとして機能し始めている。
こうした広い地政学・地経学的分断状況あるいは
協調を前提として，気候変動対策の相互運用性と
規制の整合性を高め，世界全体として事実上の多
国間協力関係を強化していくべきである。巨大災
害についてのより直接的な国際協調について，日
本は，横浜戦略（Yokohama Strategy and Plan 
of Action for a Safer World, 1994），兵庫行動枠
組（Hyogo Framework for Action, 2005-2015），
仙台防災枠組（Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction, 2015-2030）を通じて国際防災
アジェンダの形成を主導してきた（浦田他，
2022）。今後も，二国間クレジット制度等の制
度設計，計量評価とモニタリング能力の移転な

どが求められているが，そうした流れを拡大し，
例えば日中韓 ASEAN が参加する RCEP といっ
たメガ自由貿易協定や多様な経済協力の仕組み
の中に，国際経済の巨大災害レジリエンスを高
めるための関連条項の組込み等を主導できる可
能性がある。ASEAN＋3 の地域金融協力にお
いては，災害リスクファイナンス（DRF）が
新しい柱となっており，そうした動きを促進し
てゆくことが重要であろう。
　第三に，持続可能な開発のためには，それを実
現するための資金バックアップが不可欠である。
国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）
の 2019 年の推計によると，「クリーンエネル
ギーへの転換」，「貧困対策」，「教育・保健への
投資」，「ICT や技術サポートを含めたインフ
ラ支援」，さらには「生物多様性の維持」を行い，
SDGs を達成するためには，アジア太平洋地域
全体として年間 1.5 兆ドルつまり地域 GDP の
4％もの資金が必要となる（図 16）。これはコ
ロナ禍前の推計値であるので，パンデミックの
発生によって生じた追加的な復興資金を考えて
みると，ポストコロナのニューノーマルのため
のこれら諸課題に取り組むために必要な資金額
として，年間 1.5 兆ドルを必要資金の下限額と
みなすことができよう。公的資金のみでの充足
は非現実的であり，「自国通貨建て債券市場」
の拡充と，それによる年金・保険マネー等のグ
ローバルな長期資金の動員，「グリーン／ソー
シャル・ファイナンス」の拡大，そのための情
報開示基準の高度化や外部レビューの質保証，グ
リーンウォッシュ防止の市場規律と，財政改革な
どを通じた「国内歳入動員（Domestic Resource 
Mobilization；DRM）」による財政スペースの
拡大，それを達成するための制度設計が不可欠
である。さらに，2000 年代以降，中国は世界
最大の公的債権国として，開発途上国に対して
8,000 億ドルを超える巨額の融資を行ってきたもの
の，その多くが現在では不良債権化していると見
られている（Horn, Reinhart, and Trebesch, 
2025）。このような中国の融資によって生じた
途上国国家債務の再編問題も，今後の持続可能
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な開発資金の調達において重要なカギを握るこ
とになるであろう。
　以上の議論を踏まえて，以下の諸点を政策的
含意としてまとめることができよう。まず気候
変動下の災害リスクに対し，有効な事前的適応
策として市場型リスク移転機能を拡充するこ
と，第二に，複合災害を前提としつつ各災害に
対するハザード・曝露・脆弱性・被害・支援を
接続し早期警戒から復興支援までを制度連結す
る公的な基盤を構築すること，第三に，政府が
自治体・企業・NPO・学界，あるいは広く市
民社会と連携することで，産官学民で市場や政
府の資源配分機能を補完するコミュニティメカ
ニズム・社会関係資本を強化すること，現在多

面化・重層化している国際政策協調の枠組みに
レジリエンス強化の仕組みを組み込むなど巨大
災害に対する事実上の多国間協調を目指すこ
と，である。そのためには，自国通貨建て債券
市場・グリーン／ソーシャル・ファイナンス・
国内歳入動員による資源動員，さらには既存の
主権国家債務問題の再編が必要となるが，こう
した取り組みは，各国の制度能力・財政スペー
ス・市場発展段階に応じて段階的に実装可能で
あろう。それによって，アジア全体として，自
然災害・技術的災害・経済危機・暴力的紛争の
個別あるいは複合ショックに対する短期のレジ
リエンスと，長期の脱炭素移行・包摂的成長の
両立を目指すことができるはずである。
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